
大阪府立大学及び大阪市立大学におけるＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約について、次のとおり一般競争

入札を行うので、公告する。 

平成３０年１月２２日 

公立大学法人大阪府立大学理事長 辻  洋 

入札説明書（入札公告） 

１ 入札に付する事項 

（１） 入札案件名

  大阪府立大学及び大阪市立大学におけるＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約 

（２） 調達物品の名称

ＰＰＣ用紙

（３） 仕様等

別紙、仕様書のとおり

（４） 契約期間

平成３０年４月１日（日）から平成３１年３月３１日（日）まで

（５） 技術審査資料の提出

必要なし

（６） 納入場所

大阪府立大学及び大阪市立大学の指定する場所

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１） 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 成年被後見人

イ 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定によりなお従前

の例によることとされる同法による改正前の民法（明治29年法律第89号）第11条に規定する準禁 

治産者 

ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの

エ 民法第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって

契約締結のために必要な同意を得ていないもの

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの

カ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各

号に掲げる者 

（２） 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申立

立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第１項の再 

生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをな 

されなかった者とみなす。  

（３） 会社更生法（平成14年法律第154号。以下「新法」という。）第17条第１項又は第２項の規定に

よる更生手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生 



事件（以下「旧更生事件」という。）に係る新法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第172 

号。以下「旧法」という。）第30条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 

以下「更生手続開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされてい 

ない者であること。ただし、新法第41条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基 

づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者 

又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

（４）府の区域内に事業所を有していること。 

（５）府税に係る徴収金を完納していること。 

（６）最近１事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること。 

（７）この公告の日から入札執行の日までの期間において、次のアからオのいずれにも該当しない者であ 

ること。 

ア 公立大学法人大阪府立大学入札参加停止要綱に基づく指名停止の措置を受けている者又は同要

綱別表に掲げる措置要件に該当する者 

イ 公立大学法人大阪市立大学競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている者 

ウ 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受け、その措置期間中の者又は同要綱別

表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者(同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し

、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。) 

エ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている者 

オ 大阪府公共工事等に関する暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受け、その措置

期間中の者（⑴キに掲げる者を除く。）又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認め

られる者(同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過した

と認められる者を除く。) （⑴キに掲げる者を除く。） 

カ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受け、又は同要綱別表各号に掲げる

措置要件のいずれかに該当すると認められる者 

（８）次の①又は②のものであること。 

①平成29・30年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中、一般競争入札「0１ 事務

用品・機器」又は「02 用紙」に登録されている者であること。 

なお、その登録をされていない者であって、本件入札に参加を希望するものは、次により資格審査

を申請することができる。 

  ア 資格審査に関する添付書類の提出場所及び問合せ先 

    〒540－8570 大阪市中央区大手前二丁目 

    大阪府総務部契約局総務委託物品課資格審査グループ 

    （℡（06）6944－6644） 

  イ 申請の方法 

(ｱ) 大阪府電子調達システム(URL(http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/))に 

おいて必要な事項を入力し、送信する。 

   (ｲ) 添付書類は、郵送し、又は持参する。 

  ウ 申請期限 

     平成３０年１月２９日（月）午後４時 

  エ その他 

     詳細は、イ(ｱ)の大阪府電子調達システムの説明による。 



   ②平成29・30年度大阪市入札参加有資格者名簿に承認種目「01 事務用品・機器」又は「02 用紙」

に登録されている者 

３ 入札参加申請の方法 

（１） 公立大学法人大阪府立大学ホームページ（URL(http://www.osakafu-u.ac.jp/))から入札に用いる各 

種様式をダウンロードし、一般競争入札参加申請書（様式第1号）並びに仕様書２に掲載した規格等

を確認できる資料として、品質証明書（納品物品の規格）又は品質試験（又は品質成績）表（測定値

（実績値））（11月、12月分又は１月分）を次のとおり提出すること。確認できない場合は入札参加

できない。 

ア 提出期間  

平成３０年１月２２日（月）から２月５日（月）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前９時か

ら１０時３０分まで及び午後３時から４時３０分まで  

   イ 提出場所 

〒599-8531 堺市中区学園町１番１号 

      公立大学法人大阪府立大学 総務部 財務課 納品検収センター (Ｂ４棟西隣) 

   （TEL（072）254-9673） 

なお、申請書の提出は、必ず前日までに日時を３(1)イの納品検収センターまで連絡するとともに

書類の内容を説明できる者が持参すること。（郵送不可）  

（２）入札参加資格の確認通知 

一般競争入札参加申請書を提出した者に対し、入札参加資格確認結果を通知する。 

（３）入札に関する質問と回答 

仕様に対する質問は、次のとおり書面により持参することとし、回答は入札参加資格確認通知書 

の発行を受けた者全員の閲覧に供する。 

ア 受付期間 

平成３０年２月７日（水）から２月９日（金）までの午前９時から１０時３０分まで及び午後３

時から４時３０分まで 

 イ 提出先 

       上記３(1)イに同じ 

（４）入札の日時及び場所等 

  ア 日時 

      平成３０年２月１６日（金） 午前１０ 時 

  イ 場所 

  〒599-8531 堺市中区学園町１番１号 

       公立大学法人大阪府立大学 Ａ11棟３階３２３大会議室 

  ウ 入札日提出書類 

    ・入札書 

    ・委任状（代理人が参加する場合） 

    ・入札参加資格確認結果通知 

  エ その他 

     ・入札書（及び委任状）は持参するものとし、郵送又は電送による入札は認めない。 

（５）入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算し



た金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

４ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国の通貨 

（２） 入札保証金 

       免除 

（３） 入札の無効 

ア 期限までに一般競争入札参加申請書を提出していない者、入札に参加する資格のない者、入札者に 

 に求められる義務を履行しなかった者のした入札並びに公立大学法人大阪府立大学物品関係一般競争 

入札実施要綱、公立大学法人大阪府立大学一般競争入札心得（単価契約）、この一般競争入札説明

書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札時点において２に掲げる

資格のない者のした入札は、無効とする。 

  イ  落札決定後、契約締結までに、落札者が大阪府公共工事等に関する暴力団等排除措置要綱又は大阪  

    市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約を行わないものとする。 

（４） 契約書の作成 

契約書を作成する。 

（５） 落札者の決定方法 

入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札

者とする。 

なお、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合にあ

っては、当該入札書を提出した入札者が参加の条件を満たし、かつ、契約の条件を履行することがで

きることを確保するため、当該入札者に照会するものとする。 

（６） 契約保証金 

     免除 

（７） 誓約書 

 落札決定後、契約締結までに、それぞれの大学に誓約書を提出すること。 

 公立大学法人大阪府立大学においては、契約金額が５００万円以上の場合、落札者から誓約書の

提出を求める。 

 公立大学法人大阪市立大学においては、この誓約書を提出しない場合は、契約を行わないものと

し、公立大学法人大阪市立大学競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を行う。（ただし、契

約金額が500万円未満となる契約について、理事長が必要ないと判断した場合はこの限りでない。） 

（８） その他 

①  公立大学法人大阪府立大学が行う一般競争入札に参加しようとする者は、公立大学法人大阪府立大 

学一般競争入札心得（単価契約）を遵守しなければならない。 

②  公立大学法人大阪市立大学においては、契約締結後、当該契約の履行期間中に、契約者が大阪市契

      約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、この契約の解除を行う。 

③  公立大学法人大阪市立大学においては、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると

    認められた場合に、契約者が、本法人が求める当該下請負人等との契約の解除を拒否した場合には、



   この契約を解除する。 


